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１　趣　旨
　　介護保険制度開始後、4期12年を経過し、これまでの制度に加えて、①在宅サービスの充実と施設の重点化②自立支援型サービスの強化と重点化③医療と介護の連携・機能分担④介護人材の確保とサービスの質の向上など、さらなる充実が求められています。
　　加えて、団塊の世代の高齢化により、選択肢の広がり、質の向上も不可欠であり、これまでも検討を重ねてまいりました。
　　その結果、前述、選択肢の広がりや質の向上、さらには医療との連携を図ることで、さらなる利用者の立場に立った福祉サービスの提供に努めてまいります。
　　また、認知症や障がいを持った方々等、自分で判断できない方々に対する権利擁護、核家族化を反映した墓守りサービスなど、介護保険制度外のサービス提供にも努め、これらのサービス拠点として公的な空き施設を利用する（指定管理者）ことで、地域の活性化、雇用対策にも努めてまいります。
さらには地域住民の福祉への参画をも図り、制度、隙間を埋める制度外のサービスを通じて、福祉のまちづくりへの一助を図ってまいります。
　　こうした、活動は個人だけの活動では限界があり、法人を設立することで、基盤
強化によるサービス提供、法人後見といったメリットが確立されます。

２　申請に至るまでの経過
　　平成２４年　１月　　　　現在の制度の課題、あるべきサービス等についての勉強会開催
　　平成２４年　２月　　　　特定非営利活動法人格取得のための勉強会を始める
　　平成２４年　４月　２日　発起人会開催
　　平成２４年　５月１１日　設立総会









　平成２４年　６月１１日


　　　　　　　　　　特定非営利活動法人ふうしゃ
　　　　　　　　　　　設立代表者　　　住所　　出水郡長島町鷹巣１７０８番地１０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名    京　田　　一　則　       　　　　　　　　          

